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多職種連携による乳幼児健診及び乳幼児健診未受診者対応に関する研究 

 

 研究分担者  佐藤 拓代 （大阪府立母子保健総合医療センター母子保健情報センター） 

 

 

 

A．研究目的 

平成 24 年度全国乳幼児健診受診率は 3～5

か月児健診 95.5％、1 歳 6 か月児健診 94.8％、

3 歳児健診 92.8％と高く、多くの親子に接する

ことができる機会として、その目的は疾病の早

期発見や発育・発達の遅れや問題の発見のみな

らず、子育て支援や子どもの虐待予防などが期

待されている。この目的のために、医療機関委

託の個別健診と地方自治体が実施する集団健

診を検討し、多職種が関わる乳幼児健診の意義

について明らかにすることを目的とした。 

また、最重度の子育て困難の結果である子ど

も虐待による死亡事例等の検証結果等 1)（第 3

次～第 10次報告）では、受診率がそれぞれ 72.0

～89.9％、52.9～82.4％、44.4～77.8％と低く、

未受診者の中に養育の困難を抱えた親子が存

在する。健診未受診者の把握が重要であり、健

診未受診者把握の状況を把握し、望ましい未受

診者への対応について検討することを目的と

する。 

 

B．研究方法 

１．多職種連携による乳幼児健診の検討 

研究分担者が関わった奈良県生駒市の乳幼

児健診のあり方に関する検討のプロセスから、

多職種連携による乳幼児健診の意義について

検討を行った。 

 

２．乳幼児健診未受診者対応の検討 

厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研

究事業（政策科学推進研究事業）「児童虐待の

発生と重症化に関連する個人的要因と社会的

要因についての研究」（H23-政策-一般-005。

研究代表者 藤原武男）において研究分担者が

乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」という。）の目的とする子どもの健やかな発育や発達の

ための支援を行うために、①多職種が関わることの意義を個別健診から集団健診に移行した自治

体の健診のあり方の検討経過等から検討、②未受診者対応については、把握等に関する地方自治

体調査から検討を行った。①については、健診を受ける側と提供する側のメリット・デメリット

の整理が行われた。集団健診に移行することの意義は、育児支援を含めた支援が早期に行われる

ことと未受診者を早期に把握できることなどであり、多職種により親子の様子等を注意深く観察

し必要な場合は支援につなげることができるとされた。②については、未受診者確認率は 90％

以上と高かったが、直接児を確認する以外に、電話やアンケート・問診票などで確認したとして

いる地方自治体もあった。未受診者確認の方針・申し合わせは 77.0％にあったが、名称が付い

ていないものがあり健診従事者の申し合わせ等が多いと考えられた。要保護児童対策地域協議会

や児童相談所の権限で確認が必要な未受診者がいることから、どのレベルから保健機関だけでは

なく関係機関と連携して未受診者に対応するかを含め、詳細なマニュアル等が必要と考えられ

た。 
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行った調査（児童相談所および自治体児童福

祉・母子保健部門の児童虐待の取組に関する調

査 2）。以下、「平成 24 年調査」とする。調査は

児童相談所単位で、管轄人口の約 7 割まで人口

の大きいところから対象地方自治体を選定）に

回答のあった 329 箇所の市区町を対象とし、

往復はがきによるアンケートを行った。健診状

況は平成 24 年度、対応等は平成 26 年 4 月の

状況を尋ね、児童福祉部署との連携等について

は、平成 24 年調査からデータの連結を行って

分析した。 

（倫理面への配慮） 

行政機関による検討や地方自治体事業に対

する調査であり、倫理面への配慮は必要としな

い。 

 

C．研究結果 

１．多職種連携による乳幼児健診の検討 

(1)奈良県生駒市について 

人口118,113人（平成22年国勢調査）、出生

数960人（平成22年人口動態調査）であり、乳

幼児健診は昭和60年度から医療機関委託によ

る個別健診を開始し、平成9年度以降は3か月、

7か月、12か月、18か月、30か月、42か月と計6

回実施されている。生駒市内の小児科標榜医療

機関は15か所であり、そのうち乳幼児健診を実

施しているのは10か所（66.7％）である。健診

時のスタッフで臨床心理士が常駐しているの

は1カ所である。 

平成22年度の健診の結果は、4か月児健診は

経過観察55.9％、医療8.5％、要精検3.0％で、

総合判定で「問題あり」は52.0％であった。問

題のうち精神発達面は受診者の0.1％、保育障

害は同じく0.7％であった。1歳6か月児健診は

経過観察35.9％、医療11.4％、要精検2.2％で、

総合判定で「問題あり」は37.9％であった。問

題のうち運動・精神・言語・情緒障害・行動異

常・その他は複数報告であり実人数は不明であ

るが、少なくともそれぞれを合計した5.8％以

下であると考えられた。保育障害は0.1％であ

った。3歳児健診は3歳6か月児で実施しており

経過観察41.0％、医療13.1％、要精検3.8％で、

総合判定で「問題あり」は41.2％であった。問

題のうち運動・精神・言語・情緒障害・行動異

常・自閉症・その他は複数報告であり実人数は

不明であるが、少なくともそれぞれを合計した

10.6％以下であると考えられた。自閉症児は2

人であり0.2％であった。保育障害は0.4％であ

った。 

 

(2)検討の経過 

 生駒市は、乳幼児健診を取り巻く環境が、生

活様式や価値観の多様化などにより子育て支

援を必要とする親子が増加するなど大きく変

化しており、その目的が疾病の早期発見による

適切な処置に加えて、子育てによるストレスの

軽減や子育てそのものへのサポート、また、子

どもへの虐待予防と早期発見の場として期待

されていた。一方、奈良県内の他市では、市に

より実施回数には差があるものの多職種が関

わる集団乳幼児健診を実施している市が多い

が生駒市では行っていないとして、学識経験者

3名、医師3名、臨床発達心理士1名、臨床心理

士1名、市職員からなる生駒市乳幼児健康診査

検討委員会を立ち上げた。5回の検討の結果、

平成24年2月に「生駒市における乳幼児健康診

査のあり方に関する提言」3)の市長への提出が

なされた。 

 内容を抜粋する。 

「今後の健診方法については、自治体の責務

として子育て支援システムを構築していくた

め、現行の小児科医による個別健診の特徴を活

かしつつ、育児支援を含めた環境を整備できる

ことや未受診者を早期に把握できるなどの集
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団健診のメリットを取り入れ、一部集団健診を

導入する健診体制に変更することでより良い

乳幼児健診体制を構築できると考えます。 

また、導入の時期としては、健診後の支援が

重要との考えから、家庭での個別支援から集団

的支援、さらには他機関での支援へのステップ

に繋げられやすい、１歳６か月児が重要な時期

であることや、受診者にとっても、保護者が他

の子どもに関心を持つようになる時期であり、

保護者同士の交流や育児情報を得ることで育

児への不安の解消を図ることができることか

ら、１歳６か月児集団健診を実施することが 

概ね妥当と判断したものです。」 

 

(3)多職種が関わる集団健診の意義 

個別健診と集団健診のメリット・デメリット

を事業の実施者（行政及び委託を受ける医療機

関）側からだけでなく、事業が実施される側か

らも検討することが重要である。生駒市の検討

会では、きちんと各時期の健診の目的をおさえ、

そのうえで現行の個別健診と集団健診のメリ

ット・デメリットを確認する検討が行われ、「サ

ービスを受ける側、提供する側からみた個別健

診と集団健診の特徴」にまとめた（表）。1 歳 6

か月児健診は集団健診が導入されることにな

ったが、集団健診についてその特徴、実施時期、

保健師の育成、経済効果、実施上の課題の観点

からも検討がなされた。多職種が関わる乳幼児

健診について、「サービスを提供する側（行

政）の立場からの検討結果では、集団健診は

親子遊びや事故防止など子育て支援を行い

やすく、また多くの多職種の従事者により保

護者の様子や子どもの日常の動きなどを注

意深く観察するとともに、保護者から細かな

情報を聞き取り、必要な場合は市の担当保健

師を親子に知ってもらえるメリットを生か

し保健師による家庭訪問などきめ細かな支

援に繋げることができます。」（下線は研究分

担者）とまとめられた。まさしく、医師、歯

科医師、保健師、看護師、歯科衛生士、心理

士、そして時には保育士やボランティアなど、

多職種が関わることができる集団健診だか

らこそ可能となることがいえる。 

 

２．乳幼児健診未受診者対応の検討 

回答は 185 箇所（56.2％）から得られた。

指定都市の区は 13 箇所、中核市及び保健所設

置市は 21 箇所、市が 140 箇所、町が 11 箇所

であった。これは全国の指定都市の区 170 区

の 7.6％、中核市及び保健所設置市 50 箇所の

42.0％、市 770 箇所の 18.2％、町 746 箇所の

1.5％であり、人口の大きい地方自治体の状況

を現しているといえる。 

 

(1)未受診者確認率と確認方法 

 未受診者数とそのうち確認した人数を求め、

確認率とした。3～5 か月児健診の未受診者の

確認率は 94.8％で、1 歳 6 か月児健診では

94.0％、3 歳児健診では 92.1％であった。3～5

か月児健診では個別健診が約 2 割と多く、個別

健診と集団健診の確認率を比較した（図１）。

個別健診では確認率不明が 20.5％と多く、受

診時期、受診機関を保護者が選べるため、真に

未受診者であるか把握するのが困難なことが

示唆された。実際に「把握困難」「把握してい

ません」などの記入も見られた。しかし、8 割

の自治体は確認していることから、医療機関か

ら結果が返ってくるどの時期に確認を行って

いるのか、さらに検討が必要と考えられた。 

 確認方法を複数回答で求めた。3～5 か月児

健診では訪問等による「現認」が 95.3％、「所

属機関等の情報による間接確認」が70.9％、「そ

の他」が 32.3％であった。所属機関による確

認は、1 歳 6 か月児健診で 76.0％、3 歳児健診
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で 80.5％と増加し、保育所や幼稚園等に所属

することが多くなり、連携による確認が行われ

ていた。「その他」の内容は、予防接種や 6 か

月児健診といった直接確認できる方法のほか、

電話、アンケート用紙・問診用紙返送、親族に

確認などの記載があった。複数回答ではあるが、

かなりの地方自治体が電話やアンケート用紙

の返送等の子どもの現認ができない方法で、

「確認」としている問題点が明らかになった。 

＜図１＞健診形態別未受診者確認率 

 

 

(2)未受診者確認の方針・申し合わせ 

 「未受診者確認の方針・申し合わせ」は 141

か所（77.0％）にあったが、名称に関する回答

がない地方自治体が 114 か所（80.6％）と多く、

健診従事者の申し合わせ等で文章化されてい

ないものが多いと推測された。名称等は、健診

全体の要領や子ども虐待防止マニュアルにお

ける記述、乳幼児健診未受診者把握に特化した

マニュアルなど、様々であった。 

 

(3)方針・申し合わせの内容～児童福祉部署と

の連携～ 

 方針・申し合わせのある 141 箇所について、

その具体的内容は複数回答で「確認方法」が

89.4％と最も多く、ついで「確認時期」71.6％、

「要保護児童対策地域協議会情報提供」56.0％、

「児童相談所情報提供」16.3％であった。 

 3～5 か月児健診対象者数を 500 人未満

（30.7％）、500～1000 人未満（25.0％）、1000

～2000 人未満（24.4％）、2000 人以上（19.9％）

に区切り、方針・申し合わせの内容を検討した。

図２に示すように、「要保護児童対策地域協議

会情報提供」と「児童相談所情報提供」が、健

診対象者数の多い地方自治体で多くなってい

た。対象者が 500 人未満と 2000 人以上では、

前者が 37.0％から 71.9％、後者が 11.1％から

21.9％と約 2 倍であった。 

 さらに、平成 24 年調査における児童福祉部

署との連携状況と、方針・申し合わせの内容を

検討した。図３に示すように、要保護児童対策

地域協議会への情報提供は、連携の程度とは関

係していなかったが、児童相談所への情報提供

は児童福祉部署との連携が「とれている」と割

合が高くなっていた。母子保健部署から直接、

児童相談所に情報提供は行いがたく、児童福祉

部署と連携が良好であると、情報提供が促され

ていると考えられた。 

 

(4)未受診者確認時期 

 乳幼児健診後、望ましいと考える確認時期は、 

3～5 か月児健診は「1 か月以内」が 49.7％と

最も多く、ついで「2 か月以内」が 31.1％であ

った。1 歳 6 か月児健診と 3 歳児健診では、「1

か月以内」と「2 か月以内」が拮抗し、「1 か

月以内」がそれぞれ 29.1％、29.1％、「2 か月

以内」がそれぞれ 35.2％、31.3％であった。3

歳児健診では「その他」が 3～5 か月児健診の

4.0％から 12.1％に多くなり、受診可能時期で

ある 4 歳までの確認などの記載がみられた。 

 

D．考察 

１．多職種連携による乳幼児健診の検討 

 全国の市町村が乳幼児健診を行っているが、

医師等の従事職種には偏りがあり、小児科医が
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毎回の健診に確保できる地方自治体から、小児

科医以外が従事している地方自治体もある。ま

た、健診方法もある程度受診者数が多い場合は

集団健診が可能であっても、あまりにも受診者

数が少ない場合は個別健診の利便性が高くな

る。 

 乳幼児健診の目的が子育て支援にシフトし

つつある現在、真にその目的を達成する健診方

法の検討が必要であるが、この検討はどこの地

方自治体でも可能というわけではない。これま

で集団健診を全く行っていなかった地方自治

体の検討プロセスから、すぐに支援につながり、

様々な不安等に対応でき、さらに専門職として

の親子の関わりや指導ができる多職種の連携

による健診の意義が明らかになったといえる。 

 

２．乳幼児健診未受診者対応の検討 

地方自治体に乳幼児健診未受診者の把握状

況と対応について調査を行った。未受診者確認

率は 3～5 か月健診で 94.8％、1 歳 6 か月児健

診で 94.0％、3 歳児健診で 92.1％とよく確認

されていた。しかし、確認の方法は直接児を確

認する現認だけではなく、電話やアンケート・

問診票などで確認したとしている地方自治体

があった。奈良県による未受診者実態調査では、

個別の未受診者の状況を調査しており、4 か月

児健診未受診者の 71％を確認していたが、現

認は 31％であった 3)。今回の調査においても

約半数が現認していない可能性がある。 

また、奈良県調査では確認時期は月齢 6 か月

以上 12 か月未満が 62％であったが、今回の調

査は確認時期を尋ねていないものの、望ましい

確認時期について尋ねると 3～5 か月健診では

約 5 割が 1 か月以内としていた。1 歳 6 か月児

健診、3歳児健診では2か月以内が増加するが、

中には健診受診可能期間の 1 歳 6 か月児健診

では 2 歳まで、3 歳児健診では 4 歳までが望ま

しいという意見もあった。 

未受診者の把握は健診対象期間が終わった

ときからではなく、未受診者の家庭に養育問題

がある可能性を考え、健診日から可能な限り早

く把握する必要がある。しかも、乳児早期は養

育問題の影響が大きいことから、3～5 か月児

健診は 1 か月以内に把握するのが望ましい。段

階を踏んだシステム的な未受診者の対応を、組

織として行う必要がある。養育状況の確認と必

要な支援につなげることも健診の目的であり、

遅すぎない支援を行うためには、確認方法や確

認時期について検討する必要がある。 

未受診者確認の方針・申し合わせは 77.0％

があるとしているものの、名称が付いていない

ものがあり健診従事者の申し合わせ等が多い

と考えられた。地域住民の顔が見えにくい都市

では、住民票の移動がなされなければ転入や転

出がわかりにくく、オートロックのマンション

で確認のための家庭訪問もしにくい。保健機関

だけの工夫では限界があり、児童福祉部署と連

携してあらゆる方法による確認を行い、それで

も確認ができない場合には児童相談所の法的

権限等に頼らざるを得ないと考えられる。方

針・申し合わせがあるところでも名称から総論

の記述と推測されるところがあり、要保護児童

対策地域協議会や児童相談所の権限で確認が

必要な未受診者がいることから、どのレベルか

ら保健機関だけではなく未受診者に対応する

かを含め、詳細なマニュアル等が必要と考えら

れた。 

 

E．結論 

１．多職種連携による乳幼児健診の検討 

個別健診から集団健診に1歳6か月児健診が

移行した地方自治体の状況把握から、医師及び

看護師、また一部に心理士が関わる医療機関委

託の健診から、医師、歯科医師、保健師、心理
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士、保育士等の多職種が健診に関わることの意

義が明らかになった。 

 

２．乳幼児健診未受診者対応の検討 

 未受診者確認のためには、保健部署だけでは

なく福祉部署等と連携して対応する必要があ

る。そのためには、未受診者の考え方や確認方

法、確認時期等まで定めたマニュアルが必要で

ある。先駆的に青森県、大阪府がフロー図や未

受診対策マニュアルを作成しており、転居等が

あることから個々の地方自治体単位に加え、都

道府県単位でのマニュアルの作成も望ましい

といえる。 
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＜表＞サービスを受ける側、提供する側からみた個別健診と集団健診の特徴 

 

 

個別健診 集団健診

健診場所 保護者が医療機関を選択できる。 健診場所が予め特定されている。

健診の機会
保護者の都合や子どもの体調に合わせた日程調整がし
やすい。

年間予定表などで、予め受診日程が把握できる。

予約の手間 予約は電話で直接行える。 予約は必要ない。

健診時間
予約制であることで、１人に費やす時間を確保してもらえ
る。

多職種の専門職が複数配置されることで、必要な相談
が同時進行に対応してもらえる。

待ち時間
予約制により健診日が指定されているため、待ち時間が
ほとんどない。

待ち時間を活用して、他の保護者とも交流や情報交換が
図れる。

健診内容
医療機関によっては、育児や発達についての相談もでき
る。

歯科健診、育児相談、発達相談等を 1 日で受けることが
できる。

予防接種の同日
接種

予防接種を同日に受けることもできる。 場所や薬品の確保等の課題があり、かなり困難ではあ
る。

かかりつけ医によ
る支援の確保

かかりつけ医に継続した診療及び支援を受けられる。 保健師が媒体となることで、かかりつけ医への支援を受
けられる。

健診後の治療
先天的な疾病や一般的疾患が発見されれば、速やかに
治療を受けられる。

見出された問題に合わせて適切な機関で治療を受けら
れる。

経過観察の機会
健診以外の受診機会をとらえて、経過を診てもらうことが
できる。

健診後に乳幼児の生活状況にあった適切な経過観察を
してもらえる。

未受診の把握
時間に幅はあっても、保健師から連絡はしてもらえる。 速やかに未受診者と把握されることで、早い時期に保健

師によるフォローを受けることができる。

専門職による支援
医療機関によっては、心理職や助産師などの専門職に
よる支援が受けられる。

多職種の専門職による包括的な支援を受けられる。

育児支援事業との
連動性

普段から家族の状態を把握しているかかりつけ医とし
て、連動性のある支援を受けることができる。

妊娠届出時やこんにちは赤ちゃん事業等の育児支援事
業との連動性がある支援が受けられる。

保護者同士の交
流

医療機関によっては、他の保護者との交流の機会を求
めることができる。

同月齢の児を持つ保護者が集まることから、待ち時間を
活用して、他の保護者とも交流や情報交換が図れる。

子どもの状態の把
握

慣れた環境においての変化を通して我が子の成長を見
ることができる。

多くの子どもが集まるため、他児と比較して、我が子の状
況や育児上の問題を見ることができる。

保護者の安心感

他の子どもと比較することによって生じる保護者の不安
は少なくすむ。
普段から子どもや家族の状態を把握してもらえているか
かりつけ医に診てもらうことで、安心感が大きい。
他人との交流を苦手とする保護者にとっては受診しやす
い。

孤立している保護者がいても、複数のスタッフがいること
で、誰かに言葉かけ等個別の対応をしてもらえる。
多職種の専門職がいることで、重なりあう悩みを抱える
保護者にとっては、様々な角度からの支援を受けられる
安心感がある。

健診場所 保護者に医療機関を選択してもらえる。 市が受診場所や時間を指定できる。

健診の機会
保護者の都合や子どもの体調に合わせた日程調整がで
きる。

年間予定で予め実施日を公表できる。

予約の手間 電話で直接医療機関へ予約してもらえる。 予約なく受診してもらえる。

健診時間
予約制で１人に費やす時間を確保する事で、きめ細やか
な健診ができる。

受診者の抱える問題に応じて時間の幅を調整できる。

待ち時間
予約制によって、待ち時間を少なくできる。 待ち時間を有効活用して、保護者の交流や育児支援を

行うことができる。

健診内容
医療機関によっては、育児相談や発達相談もできる。 歯科健診、育児相談、発達相談等を 1 日で 実施するこ

とができる。
予防接種の同日
接種

予防接種の同日実施により接種率の向上が期待でき
る。

場所や薬品の確保等の課題があり、困難ではある。

かかりつけ医によ
る支援の確保

かかりつけ医として継続して診療す ることで、きめ細か
な支援が可能とな る。

かかりつけ医に相談や協力を求めることが できる。

健診後の治療
先天的な疾病や一般的疾患が発見さ れれば、速やかな
治療に繋がる。

見出された問題に合わせて適切な機関を紹 介できる。

発達の問題のフォ
ロー

個別に問題を捉えて、縦断的にフォローできる。 健診の場で発達の問題が疑われる場合は、直ちに集団
的支援に繋げられる。

経過観察の機会
健診以外でも受診する機会をとらえ て、対象児を診るこ
とができる。

地区担当保健師が関係機関との連携を図り ながらフォ
ローできる。

未受診の把握
把握に時間を要するが、フォローすることができる。 未受診者の把握がすぐ行え、未受診者に対して早くフォ

ローすることができる。

専門職による支援
担当医の個人的ネットワークを使った支援ができる。 多職種の専門職による包括的な支援が可能 となる。

育児支援事業との
連動性

医療機関によっては、普段から家族の 状態を把握して
いるかかりつけ医と して、連動性のある支援ができる。

健診の場で、親子が地区担当保健師を知ってもらうこと
で、支援しやすくなる。
妊娠届出時やこんにちは赤ちゃん事業等の 育児支援事

保護者同士の交
流

医療機関によっては、他の保護者との 交流の機会提供
ができる。

同月齢の児を持つ保護者が集まることから、待ち時間を
活用した保護者間の交流や情報交換の機会を提供でき
る。

子どもの状 態の
把握

慣れた環境においての変化を通して、 我が子の成長を
知ってもらうことができる。

多くの子どもが集まるため、他児と比較して、我が子の状
況や育児上の問題を見る機会を提供できる。

保護者の安心感
普段から子どもや家族の状態を把握 しているかかりつけ
医が診ることで、 安心感を提供できる。

重なりあう悩みを抱える保護者に対して、 多職種の専門
職が様々な角度からの支援を提供できる。

子育て支援の場

 他人との交流を苦手とする保護者に とっては受診しや
すい環境を整えやすい。
医療機関によっては、子育て支援の機会提供ができる。

複数のスタッフがいることで、孤立している保護者へも言
葉かけ等個別の対応ができる。
親子遊びや事故防止など子育て支援を行う ことができ
る。

保健師の
スキルアッ
プ

担当する児によっては、個別に医学的ケアのスキルを高
めることができる。

健診の場面で様々な親子と接する機会が増え、支援技
術のスキルを高めることができる。
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＜図２＞3～5 か月児健診対象者数と健診未受診者確認の方針・申し合わせの内容 

 
 

＜図３＞児童福祉部署との連携程度と健診未受診者確認の方針・申し合わせの内容 
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